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工事概要（1/2）
【工事概要】

１号機（２号機含む）の使用済燃料ピット（以下「ＳＦＰ」という。）の燃料ラックに一時的に貯蔵している減容した
バーナブルポイズン（以下「減容ＢＰ」という。）を、固体状の放射性廃棄物の運搬用容器（以下「減容ＢＰ運搬用容
器」という。）に収納し、１・２・３・４号機共用、既設のＢ蒸気発生器保管庫（以下「Ｂ－ＳＧ保管庫」という。）で保管
する。保管物の配置においては、巡視点検における放射線業務従事者の立ち入りを考慮する。

また、減容ＢＰの保管に際し、１・２号機共用、既設の外部遮蔽壁保管庫を１・２・３・４号機共用とし、１・２・３・４号
機共用、既設のＢ－ＳＧ保管庫内の一部の固体廃棄物を外部遮蔽壁保管庫に移動することで、減容ＢＰの保管ス
ペースを確保する。
なお、Ａ蒸気発生器保管庫内の保管対象物に変更はない。
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工事概要（2/2）
【減容ＢＰ保管場所変更工事の流れ】
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設計及び工事計画認可申請の概要
１号機（２号機含む）減容ＢＰの保管場所変更に伴い、既認可の高浜発電所第１

号機の工事計画の一部を次の通り変更する。

【工事計画の変更概要】

設備 記載事項 変更内容

固体廃棄物貯蔵設備

要目表 ・外部遮蔽壁保管庫の共用化（１・２号機→１・２・３・４号機共用）

基本設計方針
・外部遮蔽壁保管庫の共用化（１・２号機→１・２・３・４号機共用）
・Ｂ－ＳＧ保管庫及び外部遮蔽壁保管庫での保管対象物の変更

固体廃棄物処理設備

要目表 ・減容ＢＰ運搬用容器（１・２号機共用）の設置

基本設計方針 ・減容ＢＰ運搬用容器を用いた減容ＢＰの運搬を追記

生体遮蔽装置

要目表 ・外部遮蔽壁保管庫の共用化（１・２号機→１・２・３・４号機共用）

基本設計方針
・外部遮蔽壁保管庫での保管対象物の変更
・外部遮蔽壁保管庫の共用化（１・２号機→１・２・３・４号機共用）

火災防護設備

要目表 ・外部遮蔽壁保管庫の共用化（１・２号機→１・２・３・４号機共用）

基本設計方針 ・変更なし
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工事計画の主な変更点（固体廃棄物貯蔵設備1/2）
【要目表】

放射性廃棄物の廃棄施設

１ 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備に係る次の事項

（６）廃棄物貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法及び材料

 変 更 前 変 更 後 

名    称 
外部遮蔽壁保管庫 

（１・２号機共用） 

外部遮蔽壁保管庫 

（１・２・３・４号機共用） 

種 類 － 鉄筋コンクリート造2階建 

変更なし 

容 量 m３/棟 保管容器 8,300（8,300 (注1,2)） 

主
要
寸
法 

間 口 m 
1階 2階 

53.400 (注2) 53.400 (注2) 

奥 行 m 45.900 (注2) 45.900 (注2) 

高 さ m 5.500 (注2) 4.400 (注2) 

材 料 － 鉄筋コンクリート 

（注1）1階の容量5,000m３と2階の容量3,300m３の総計 

（注2）公称値 
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工事計画の主な変更点（固体廃棄物貯蔵設備2/2）
５ 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格

（１）基本設計方針
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工事計画の主な変更点（固体廃棄物処理設備1/3）
【要目表】
２ 気体、液体又は固体廃棄物処理設備に係る次の事項
（６）固体状の放射性廃棄物の運搬用容器の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料

及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、冷却方法、主要寸法及び材料

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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工事計画の主な変更点（固体廃棄物処理設備2/3）
５ 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格

（１）基本設計方針
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工事計画の主な変更点（固体廃棄物処理設備3/3）
【添付図面】
放射性廃棄物の廃棄施設の構造図（気体、液体又は固体廃棄物処理設備）
減容バーナブルポイズン運搬用容器

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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工事計画の主な変更点（生体遮蔽装置1/2）
【要目表】
放射線管理施設
加圧水型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項
３ 生体遮蔽装置の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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工事計画の主な変更点（生体遮蔽装置2/2）
４ 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格

（１）基本設計方針
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工事計画の主な変更点（火災防護設備）
【要目表】
その他発電用原子炉の附属施設
４ 火災防護設備
１ 火災区域構造物及び火災区画構造物の名称、種類、主要寸法及び材料

・外部遮蔽壁保管庫

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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技術基準規則との関連性
・減容ＢＰを運搬する「固体状の放射性廃棄物の運搬用容器設置」、ＳＧ保管庫及び外部遮
蔽壁保管庫での「保管対象物の変更」、外部遮蔽壁保管庫の１・２・３・４号機での「共
用化」に関して、技術基準規則各条文への関連性を整理した。
適合のための設計方針に関連する条文は以下の通り。

技術基準規則

減容ＢＰ運搬用容器
【新規】

Ｂ－ＳＧ保管庫
【既設】

外部遮蔽壁保管庫
【既設】

設 置 保管対象物変更
共用化

保管対象物変更

関連性
審査
対象

関連性
審査
対象

関連性
審査
対象

第 五 条 地震による損傷の防止 〇 〇 × × × ×

第 八 条 立入りの防止 〇 × × × × ×

第 十一 条 火災による損傷の防止 〇 × 〇 × 〇 ×

第 十四 条 安全設備 〇 〇 × × × ×

第 十五 条 設計基準対象施設の機能 〇 〇 × × 〇 〇

第三十九条 廃棄物処理設備等 〇 〇 × × × ×

第 四十 条 廃棄物貯蔵設備等 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第四十二条 生体遮蔽等 × × 〇 〇 〇 〇

（凡例）〇：関連性有り、審査対象
×：関連性無し、審査対象外

（頁）
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関連する技術基準に対する設計方針（第五条）1/2
第五条 地震による損傷の防止
設計基準対象施設は、これに作用する地震力による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように
施設しなければならない。

適合のための設計方針

第１項について

適合のための設計方針

既認可での

設計方針

（基本設計方針）
２．１．１ 耐震設計
（１）耐震設計の基本方針
耐震設計は、以下の項目に従って行う。

ｂ．設計基準対象施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失（地震に伴って発生する
おそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線に
よる公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度
（以下「耐震重要度」という。）に応じて、Ｓクラス、Ｂクラス又はＣクラスに分類（以下「耐震重要度分
類」という。）し、それぞれに応じた地震力に十分耐えられる設計とする。
ｇ．Ｃクラスの施設は、静的地震力に対して概ね弾性状態にとどまる範囲で耐えられる設計とする。

減容ＢＰでの

設計方針

減容ＢＰ運搬用容器は、放射性廃棄物を内蔵するものの、減容ＢＰは固体状の放射性廃棄物であり、
容器が破損したとしても気体及び液体状の放射性廃棄物のように漏れ出し拡散する可能性はないこ
とから、耐震重要度「Ｃクラス」に分類して、既認可での基本方針に従って耐震設計する。

本申請書
での対応

添付資料４「耐震性に関する説明書」を添付
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減容ＢＰ運搬用容器は、耐震重要度分類の「Ｃクラス」に整理し、以下のとおり、

耐震性を評価している。

評価項目 評価結果

耐震強度

・減容ＢＰ運搬用容器の構造強度評価においては、運搬時の加速
度（1G）を考慮して問題ないことを確認しており、耐震Ｃクラスの静的
地震力（0.24G）を考慮した場合における減容ＢＰ運搬用容器の耐震
性は構造強度評価結果に包絡されることから、運搬用容器の耐震
性に問題はない。

波及的影響

・減容ＢＰ運搬用容器は、床に固定せずＢ－ＳＧ保管庫内に保管す
るが、耐震Ｃクラスの静的地震力（0.24G）よりも運搬用容器と床（コ
ンクリート）間の摩擦係数（0.4）の方が大きいことから、地震時に減
容ＢＰ運搬用容器が移動することはなく、Ｂ－ＳＧ保管庫への波及的
影響はない。

【添付資料４「耐震性に関する説明書」に係る評価概要】

関連する技術基準に対する設計方針（第五条）2/2
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関連する技術基準に対する設計方針（第八条）

第八条 立入りの防止
工場等には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないように壁、柵、塀その他の人の侵入を防止する
ための設備を設け、かつ、管理区域である旨を表示しなければならない。

適合のための設計方針

第１項について

適合のための設計方針

既認可での

設計方針

（基本設計方針）
６．１ 立ち入りの防止
発電所には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないようにするため、壁、柵、塀等の人の侵入を
防止するための設備を設け、かつ、管理区域である旨を表示する設計とする。
保全区域と管理区域以外の場所との境界には、他の場所と区別するため、壁、柵、塀等の保全区
域を明らかにするための設備を設ける設計、又は保全区域である旨を表示する設計とする。
発電所には、業務上立ち入る者以外の者がみだりに周辺監視区域内に立ち入ることを制限するた
め、柵、塀等の人の侵入を防止するための設備を設ける設計、又は周辺監視区域である旨を表示す
る設計とする。（ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は除く。）
管理区域、保全区域及び周辺監視区域における立ち入りの防止については運用を定める。

減容ＢＰでの
設計方針

減容ＢＰ運搬用容器の構内運搬において、線量当量率の構内運搬基準（容器表面から１メートルの
距離：100μSv/h以下）を考慮できない場合は、運搬経路を一時的に管理区域に設定し、原子炉施
設保安規定に基づく運用管理を行うことから、設計方針の変更不要。

本申請書
での対応

設計方針に変更はないため、審査対象外。
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第十一条 火災による損傷の防止
設計基準対象施設が火災によりその安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。
ロ 安全施設（設置許可基準規則第二条第二項第八号に規定する安全施設をいう。以下同じ。）には、不燃
性材料又は難燃性材料を使用すること。

二 火災の感知及び消火のため、次に掲げるところにより、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設
備」という。）及び早期に消火を行う設備（以下「消火設備」という。）を施設すること。

関連する技術基準に対する設計方針（第十一条）

適合のための設計方針

第１項について

適合のための設計方針

既認可での

設計方針

（基本設計方針）
（１）火災発生防止

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域には、崩壊熱による火災発生の
考慮が必要な放射性物質を貯蔵しない設計とする。
（２）火災の感知及び消火

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならないところは、自動消火設備であ
る海水ポンプの二酸化炭素消火設備並びに可搬型の消火器又は消火栓により消火を行う設計とする。
（３）火災の影響軽減
イ．3時間以上の耐火能力を有する隔壁
火災防護対象機器等は、火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を確認した隔壁によって、互いに

相違する系列間の系統分離を行う設計とする。

減容ＢＰでの
設計方針

新たな保管物である減容ＢＰ（運搬用容器を含む）及び移動する既保管物は全て不燃物であり、また、Ｂ－Ｓ
Ｇ保管庫及び外部遮蔽壁保管庫は、可燃物を少なくすることで煙の発生を抑える設計、固定式消火設備は
設置せず消火器、消火栓で消火を行う設計であることから、設計方針の変更不要

本申請書
での対応

設計方針に変更はないため、審査対象外。
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関連する技術基準に対する設計方針（第十四条）1/2
第十四条 安全設備
２ 安全設備は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件におい
て、その機能を発揮することができるよう、施設しなければならない

適合のための設計方針

既認可での

設計方針

（基本設計方針）
５．１．５ 環境条件等
安全施設の設計条件については、材料疲労、劣化等に対しても十分な余裕を持って機能維持が可
能となるよう、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力、温
度、湿度、放射線、荷重、屋外の天候による影響、海水を通水する系統への影響、電磁波による影響、
周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状を考慮し、十分安全側の条件を与えることにより、これら
の条件下においても期待されている安全機能を発揮できる設計とする。

減容ＢＰでの
設計方針

減容ＢＰ運搬用容器は、放射性物質の貯蔵機能（PS-3）を有することから、想定される全ての環境
条件において、その機能を有効に発揮できる設計とする。
減容ＢＰ運搬用容器は、金属構造材等で構成されていること、また、構造強度評価結果等により想
定される環境条件下においても、機能を発揮することができることを確認している。

本申請書
での対応

添付資料２「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」、添付資料３「安全設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書」、添付資料４「耐震性に関する説明書」、添付資料５「強度に関
する説明書」及び添付資料７「放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除
去についての計算書」を添付

適合のための設計方針

第２項について
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【添付資料３「安全設備が使用される条件の下における健全性に関する
説明書」に係る評価概要】
減容ＢＰ運搬用容器に関して、使用する環境条件における健全性を評価している。

評価項目 評価結果

環境圧力
大気圧が加わっても機能を損なわない設計であることを、容器運搬時の加速度を
考慮した構造強度評価により確認している。

環境温度・湿度
環境温度60℃・環境湿度100％においても機能を損なわない設計であることを、容
器運搬時の加速度を考慮した構造強度評価、機器仕様により確認している。

放射線
運搬用容器は、金属構造材等で構成されている設備で無機物であり、放射線によ
る影響は受けないことから考慮不要。

荷重
地震荷重に対しても機能を損なわない設計であることを、耐震性評価により確認し
ている。

電磁波
運搬用容器は、電子部品等を含まない設備であり、電磁波による影響は受けない
ことから考慮不要。

周辺機器等
運搬用容器は、金属構造材等で構成される不燃物であり、火災による影響は受け
ないことから考慮不要。

設置場所
設置場所であるＢ－ＳＧ保管庫への立入頻度、滞在時間等を考慮することで、放
射線業務従事者の放射線被ばくが十分安全に管理できる設計としている。

冷却材
運搬用容器は固体状の放射性廃棄物を収納し、冷却材による影響は受けないこと
から考慮不要。

関連する技術基準に対する設計方針（第十四条）2/2
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関連する技術基準に対する設計方針（第十五条）1/4
第十五条 設計基準対象施設の機能
２ 設計基準対象施設は、その健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必
要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）ができるよう、施設しなければならない。

適合のための設計方針

第２項について

適合のための設計方針

既認可での

設計方針

（基本設計方針）
５．１．６ 操作性及び試験・検査性
（２）試験・検査等

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉
の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査（「発電用原子力設備における破壊
を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈について」に準じた検査を含む。）を実施できるよう、分解点
検等ができる構造とする。また、接近性を考慮した配置、必要な空間等を備える設計、構造上接近
又は検査が困難である箇所を極力少なくする設計とするとともに非破壊検査が必要な設備について
は、試験装置を設置できる設計とする。

これらの試験及び検査については、使用前事業者検査及び定期事業者検査の法定検査及び「実
用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に定められた試験及び検査を実施で
きることに加え、保全プログラムに基づく点検、日常点検の保守点検内容を考慮して設計するものと
する。

減容ＢＰでの
設計方針

減容ＢＰ運搬用容器は、保守点検（外観確認）ができる構造及びＢ－ＳＧ保管庫内での配置とする。

本申請書
での対応

添付資料３「安全設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」、添付図面第1-1-2図
「放射性廃棄物の廃棄施設に係る機器の配置を明示した図面」及び添付図面第1-2-1図「放射性廃
棄物の構造図」を添付
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Ｂ－ＳＧ保管庫内での減容ＢＰ運搬用容器の保管においては、巡視点検における放射線業

務従事者の立ち入りを考慮し、目視で保管物の外観が点検できる配置（目安として、保管物の

間隔を約40cm程度確保）とする。

【添付図面第1-1-2図「放射性廃棄物の廃棄施設に係る機器の配置を
明示した図面】

関連する技術基準に対する設計方針（第十五条）2/4
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関連する技術基準に対する設計方針（第十五条）3/4
第十五条 設計基準対象施設の機能
６ 前項の安全設備以外の安全設備を二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続する場合に
は、発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう、施設しなければならない。

適合のための設計方針

第６項について

適合のための設計方針

既認可での

設計方針

（基本設計方針）
４．設備の共用
外部遮蔽壁保管庫は、高浜１号機及び２号機の外周コンクリート壁一部撤去に伴い発生したコンク
リート、鉄筋及び埋め込み金物（以下「コンクリート等」という。）の廃棄物発生量に対し、充分貯蔵保
管する能力を有する容量設計を行うこととし、１号機及び２号機の外周コンクリート壁撤去にて発生す
るコンクリート等の線源強度より生体遮蔽の設計を行うことで、発電用原子炉施設の安全性を損なわ
ない設計とすることから、１号機及び２号機で共用できる設計とする。

減容ＢＰでの
設計方針

外部遮蔽壁保管庫は、高浜１号機及び２号機の外周コンクリート壁一部撤去、１号機の蒸気発生器
取替え、並びに３号機及び４号機の原子炉上部ふたの取替えに伴い発生したコンクリート、鉄筋及び
埋め込み金物等（以下「コンクリート等」という。）の廃棄物発生量に対し、充分貯蔵保管する能力を有
する容量設計を行うこととし、１号機及び２号機の外周コンクリート壁撤去、１号機の蒸気発生器取替
え、並びに３号機及び４号機の原子炉上部ふたの取替えに伴い発生したコンクリート等の線源強度よ
り生体遮蔽の設計を行うことで、発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とすることから、１号
機、２号機、３号機及び４号機で共用できる設計とする。

本申請書
での対応

・基本設計方針を変更
・添付資料２「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」及び添付資料３「安全設備が使用される
条件の下における健全性に関する説明書」を添付
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【添付資料２「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に係る評価概要】

外部遮蔽壁保管庫は、今回、Ｂ－ＳＧ保管庫から移動する固体廃棄物（コンクリート等）の量

を考慮しても、十分な保管容量を確保している。

第1表 外部遮蔽壁保管庫の最新の保管量 

保管物 保管量 備考 

１号機及び２号機外周コンクリート壁一部

撤去に伴い発生したコンクリート、鉄筋及び

埋め込み金物 

約 1,849m３ 
2022 年 6 月末 

保管物 

１号機の蒸気発生器取替え、並びに３号機及

び４号機の原子炉容器上部の取替えに伴い

発生したコンクリート、鉄筋及び埋め込み金

物等 

約 190m３ 今回運搬分 

合 計 約 2,039m３  

容 量 8,300 m３/棟  

 

関連する技術基準に対する設計方針（第十五条）4/4

外部遮蔽壁保管庫での保管状況
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関連する技術基準に対する設計方針（第三十九条）1/4
第三十九条 廃棄物処理設備等
工場等には、次に定めるところにより放射性廃棄物を処理する設備（排気筒を含み、次条及び第四十三条に規定
するものを除く。）を施設しなければならない。
五 流体状の放射性廃棄物及び原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施設されたものから発生する高放射性の固体
状の放射性廃棄物を工場等内において運搬するための容器は、取扱中における衝撃その他の負荷に耐え、かつ、
容易に破損しないものであること。ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りでない。
六 前号の容器は、内部に放射性廃棄物を入れた場合に、放射線障害を防止するため、その表面の線量当量率
及びその表面から一メートルの距離における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないよ
う、遮蔽できるものであること。ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りでない。

適合のための設計方針

第１項第五号及び第六号について

適合のための設計方針

既認可での

設計方針

（基本設計方針）
１．廃棄物処理設備、廃棄物貯蔵設備等
１．１ 廃棄物処理設備

＜減容ＢＰに関して記載なし。＞

減容ＢＰでの
設計方針

減容ＢＰは、遮蔽機能を有する減容ＢＰ運搬用容器に収納し、一時的な管理区域を設定し運搬す
る。

本申請書
での対応

・基本設計方針を変更

・添付資料５「強度に関する説明書」、添付資料６「固体廃棄物処理設備における放射性物質の散
逸防止に関する説明書」及び添付資料７「放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材の放射線の
遮蔽及び熱除去についての計算書」を添付
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【添付資料５「強度に関する説明書」に係る評価概要】
減容ＢＰ保管場所変更作業における減容ＢＰ運搬用容器の取扱い及び運搬における加速度

を考慮し、容器構成部材の胴、蓋（取付けボルト含む）及びトラニオン（取付けボルト含む）に

発生する応力が許容応力を満足することを確認している。

（運搬時における胴の評価例）

関連する技術基準に対する設計方針（第三十九条）2/4

【計算モデル】

【計算結果】

項目 項目内容 

材料 SS400 

最高温度 60℃ 

応力 

圧縮応力  (MPa) 0.455 

許容応力 

208 (MPa) 

曲げ応力  (MPa) 1.51 

せん断応力 (MPa) 0.455 

組合せ応力 (MPa) 2.17 

    許容応力≧発生応力であり、十分な強度を有している。 
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【添付資料６「固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に
関する説明書」に係る評価概要
減容ＢＰ運搬用容器は、開口部及び排水用の貫通部に対し、蓋及びカプラ用蓋の取

付けボルトのトルク締めにより、放射性物質の散逸を防止する設計としている。

【散逸防止の構造】

関連する技術基準に対する設計方針（第三十九条）3/4
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【添付資料７「放射性廃棄物運搬用容器の放射性遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱
除去についての計算書」に係る評価概要】
放射化放射能量が最大となる減容ＢＰが最大収納体数（12体）分収納されたバスケット4個が
減容ＢＰ運搬用容器に収納されるものとして容器の遮蔽機能及び除熱機能を評価し、容器の表

面線量率が2mSv/h以下であること及び自然冷却による除熱が可能であることを確認している。

【運搬用容器の遮蔽解析モデル】

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

関連する技術基準に対する設計方針（第三十九条）4/4

【解析結果】

容器発熱量

減容ＢＰ運搬用容器 0.01kW以下

容器表面

胴板（側板） 蓋板・胴板（底板）

減容ＢＰ運搬用容器 1.8×100 1.7×100

遮蔽設計基準 ≦2

（単位：mSv/h）
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関連する技術基準に対する設計方針（第四十条）1/2
第四十条 廃棄物貯蔵施設等
放射性廃棄物を貯蔵する設備は、次に定めるところにより施設しなければならない。
一 通常運転時に発生する放射性廃棄物を貯蔵する容量があること。
二 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。
三 崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、放射性廃棄物に含まれる化学薬品の影響その他の負荷に
より著しく腐食しないこと。

２ 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置される発電用原子炉施設は、放射性廃棄物による汚染が広がらないよう
に施設しなければならない。

適合のための設計方針

第１項及び第２項について

適合のための設計方針

既認可での

設計方針

（基本設計方針）
１．２ 廃棄物貯蔵設備
＜蒸気発生保管庫での減容ＢＰの貯蔵保管に関して記載なし。＞
１．３．２ 固体状の放射性廃棄物の汚染拡大防止

固体状の放射性物質を貯蔵する設備が設置される発電用原子炉施設は、ドラム缶又は容器に封入し、あるいはタンク貯
蔵による汚染拡大防止措置を講じることにより、放射性廃棄物による汚染が広がらない設計とする。

減容ＢＰでの
設計方針

蒸気発生器保管庫（１・２・３・４号機共用（以下同じ。））は、１号機及び２号機の蒸気発生器の取替えに伴い取り外した蒸
気発生器6基等、１号機、２号機、３号機及び４号機の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い取り外した原子炉容器上部ふ
た4基等、並びに１号機及び２号機の減容したバーナブルポイズンを十分貯蔵保管する能力を有する設計とする。
外部遮蔽壁保管庫（１・２・３・４号機共用（以下同じ。））は、 ＜中略＞ 合計約8,300m３を十分貯蔵保管する能力を有する
設計とする。さらに、１号機の蒸気発生器の取替え、並びに３号機及び４号機の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い発
生したコンクリート、鉄筋及び埋め込み金物等を十分貯蔵保管する能力を有する設計とする。

蒸気発生器保管庫は、容器等に封入した蒸気発生器、原子炉容器上部ふた及び減容したバーナブルポイズン等を貯蔵
することにより放射性物質による汚染の拡大防止を考慮した設計とする。

本申請書
での対応

・基本設計方針を変更

・添付資料２「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」、添付資料５「強度に関する説明書」、添付資料６「固体廃棄
物処理設備における放射性物質の散逸防止に関する説明書」及び添付資料７「放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽
材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」を添付
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【添付資料２「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に係る評価概要】

【Ｂ－ＳＧ保管庫の保管容量】

減容ＢＰ運搬用容器を保管するＢ－ＳＧ保管庫は、十分な保管容量を確保している。

関連する技術基準に対する設計方針（第四十条）2/2
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減容BＰ運搬用容器概略図
断面AA

関連する技術基準に対する設計方針（第四十二条）1/3
第四十二条 生体遮蔽等

設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等
周辺の空間線量率が原子力規制委員会の定める線量限度を十分下回るように施設しなければならない。

２ 工場等内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に定めるところにより生体
遮蔽を施設しなければならない。
一 放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有するものであること

適合のための設計方針

第１項及び第２項第一号について

適合のための設計方針

既認可での

設計方針

（基本設計方針）
２．３ 生体遮蔽装置

設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ
線による発電所周辺の空間線量率が、放射線業務従事者の放射線障害を防止するために必要な生体遮蔽等
を適切に設置すること及び発電用原子炉施設と周辺監視区域境界までの距離とあいまって、発電所周辺の空
間線量率を合理的に達成できる限り低減し、周辺監視区域外における線量限度に比べ十分に下回る、空気
カーマで年間50μGyを超えない遮蔽設計とする。
発電所内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には、通常運転時の放射線業務
従事者の被ばく線量が適切な作業管理とあいまって、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規
則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」を満足できる遮蔽設計とする。また、適切な作業管理について
は運用を定め、放射線管理する。
＜中略＞
遮蔽設計は、実効線量が1.3mSv/3月間を超えるおそれがある区域を管理区域としたうえで日本電気協会「原
子力発電所放射線遮蔽設計規程（JEAC4615）」の通常運転時の遮蔽設計に基づく設計とする。

減容ＢＰでの
設計方針

Ｂ－ＳＧ保管庫に減容ＢＰ運搬用容器を貯蔵保管しても、生体遮蔽装置の設計方針に変更はない。

本申請書
での対応

添付書類８「生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」を添付
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【添付資料８「生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」に
係る評価概要（管理区域境界）】
減容ＢＰ運搬用容器はＢ－ＳＧ保管庫内で固定化しないことから、容器が移動した場合を

考慮してＢ－ＳＧ保管庫の壁外表面における線量率を評価し、管理区域の基準線量である

1.3mSv/3月間（0.0026mSv/h）以下であることを確認している。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

（注１）既保管物からの線量率は、放射能の減衰により減

容ＢＰ運搬用容器に対して無視できる値である。

関連する技術基準に対する設計方針（第四十二条）2/3

【Ｂ－ＳＧ保管庫 管理区域境界の遮蔽解析モデル】 【解析結果】
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【添付資料８「生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」に
係る評価概要（敷地境界外）】
ＳＧ保管庫からの直接ガンマ線量及びスカイシャインガンマ線量を評価して、既設建屋を含めた

高浜発電所の敷地境界外における線量が年間50μGy以下であることを確認している。

【直接ガンマ線】

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

【線量解析モデル】
【スカイシャインガンマ線】

【解析結果】

関連する技術基準に対する設計方針（第四十二条）3/3
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まとめ

高浜発電所１号機（２号機含む）の減容したバーナブルポイズンの保管場所

変更に関して、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則」に適合することを確認した。


